
32.　6.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

ペ
ー
ジ
「
東
京
い
き
い
き
ネ
ッ

ト

」（http://w
w
w
.tokyo-

ikiiki.net/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

個
別
の
相
談
は
市
保
険
年
金
課

高
齢
者
医
療
係
☎
４
７
０
・
７
８

４
６
へ
。

 保険料計算の一例（年額）
単身世帯（被保険者で、世帯主）の例

夫婦と子の世帯
（夫婦が被保険者で、子が現役世代の世帯主）の例

夫婦２人世帯（２人とも被保険者で、本人が世帯主）の例

表　税率等改定表

 資料　国民健康保険税計算例

◎
第
３
号
被
保
険
者

　

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
の
方
は
、
第

３
号
被
保
険
者
と
い
い
、
加
入

手
続
き
は
第
２
号
被
保
険
者
の

勤
務
先
を
経
由
し
て
行
い
ま
す
。

国
民
年
金
の
保
険
料
を
直
接
納

め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
第
１
号
被
保
険
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
お
よ

び
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る

６５
歳
以
上
の
受
給
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
は
第
３
号
被

保
険
者
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
保

険
料
は
自
分
で
納
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

手
続
き
が
異
な
り
ま
す
。

◎
第
１
号
被
保
険
者

　

自
営
業
者
、
学
生
、
農
業
な
ど

に
従
事
し
て
い
る
方
は
、
国
民
年

金
へ
の
加
入
手
続
き
を
保
険
年
金

課
ま
た
は
年
金
事
務
所
の
窓
口
で

行
い
ま
す
。
国
民
年
金
の
保
険
料

は
自
分
で
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

◎
第
２
号
被
保
険
者

　

会
社
員
や
公
務
員
な
ど
、
厚
生

年
金
保
険
等
へ
加
入
し
て
い
る
人

は
、
手
続
き
は
勤
務
先
で
行
っ
て

い
ま
す
。
国
民
年
金
の
保
険
料
を

直
接
納
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
、
厚
生
年
金
や
共
済

年
金
が
加
入
者
に
代
わ
っ
て
国
民

年
金
に
必
要
な
費
用
を
負
担
し
て

い
る
た
め
で
す
。

国
民
年
金
の
加
入 

手
続
き
に
つ
い
て

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
２０
歳
以

上
６０
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

加
入
者
は
、
職
業
な
ど
に

よ
っ
て
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入

い
ま
す
。

　

広
域
連
合
と
構
成
区
市
町
村
で

は
、「
医
療
給
付
費
」
の
増
加
を

抑
制
す
る
た
め
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
の
利
用
促
進
事
業
な
ど
、

医
療
費
適
正
化
に
向
け
た
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
ま
す
。「
医
療
給

付
費
」
の
増
加
抑
制
は
、
保
険
料

の
負
担
抑
制
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問

い

合

わ

せ

先

　

制
度
の
こ
と
は
、「
広
域
連
合

保

険

料

負

担

と 

医

療

費

適

正

化

　

保
険
診
療
の
医
療
費
（
総
額
）

が
１
万
円
の
場
合
、
自
己
負
担
の

割
合
が
１
割
の
方
は
医
療
機
関
な

ど
の
窓
口
で
１
０
０
０
円
を
負
担

し
、
残
り
の
９
０
０
０
円
は
「
医

療
給
付
費
」
と
し
て
広
域
連
合
が

医
療
機
関
な
ど
に
支
払
い
ま
す
。

　

こ
の
「
医
療
給
付
費
」
の
財
源

は
、
①
国
・
都
・
広
域
連
合
を
構

成
す
る
都
内
６２
区
市
町
村
が
負
担

す
る
公
費
が
約
５
割
②
各
医
療
保

険
（
国
保
、
健
保
な
ど
）
に
加
入

す
る
現
役
世
代
の
保
険
料
で
負
担

す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
が
約
４

割
③
被
保
険
者
の
方
が
負
担
す
る

保
険
料
が
約
１
割
の
そ
れ
ぞ
れ
５

対
４
対
１
の
割
合
で
構
成
さ
れ
て

　

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
以
下
、「
広
域
連
合
」）
議

会
で
、
２
・
３
年
度
の
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
（
以
下
、「
保
険

料
」）
の
料
率
や
軽
減
措
置
な
ど

が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

２
年
度
の
保
険
料
は
、
均
等
割

額
＝
４
万
４
１
０
０
円
、
所
得
割

率
＝
８
・
７２
％
、
賦
課
限
度
額
＝

６４
万
円
で
す
。
２
年
度
の
年
間
保

険
料
額
は
、
７
月
に
広
域
連
合
長

が
決
定
し
、
同
月
中
旬
に
市
か
ら

「
決
定
通
知
書
兼
納
付
（
納
入
）

通
知
書
」
を
発
送
し
ま
す
。
今
号

で
は
、
２
年
度
の
保
険
料
計
算
の

一
例
（
下
表
参
照
）
と
、
保
険
料

負
担
と
医
療
費
適
正
化
の
関
係
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
制
度
の
安

定
的
な
運
営
の
た
め
、
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。

お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー
」
☎
０
５
７

０
・
０
８
６
・
５
１
９
（
Ｉ
Ｐ
電

話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
方
は
☎
０
３
・
３

２
２
２
・
４
４
９
６
）、
フ
ァ
ク

ス
（
０
５
７
０
・
０
８
６
・
０
７

５
）
ま
た
は
広
域
連
合
ホ
ー
ム

し
た
額
（
※
１
）
を
基
に
均
等
割

額
を
軽
減
し
ま
す
。
６５
歳
以
上
の

方
の
公
的
年
金
所
得
に
つ
い
て

は
、
そ
の
所
得
か
ら
さ
ら
に
高
齢

者
特
別
控
除
額
１５
万
円
を
差
し
引

い
た
額
で
判
定
し
ま
す
（
表
１
参

照
）。

　

（
※
１
）
総
所
得
金
額
等
を
合

計
し
た
額
＝
前
年
の
総
所
得
金

額
、
山
林
所
得
金
額
、
株
式
・
長

期
（
短
期
）
譲
渡
所
得
金
額
の
合

計
（
退
職
所
得
を
除
く
）。
事
業

専
従
者
控
除
、
譲
渡
所
得
の
特
別

控
除
が
あ
る
場
合
は
、
均
等
割
額

の
軽
減
判
定
額
の
算
出
の
際
に
必

間
・
世
代
内
の
公
平
性
を
図
り
、

負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め

る
観
点
か
ら
、
２
年
度
の
軽
減
特

例
が
次
の
通
り
見
直
さ
れ
ま
し

た
。均

等
割
額
の
軽
減

　

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
全
員
と

世
帯
主
の
総
所
得
金
額
等
を
合
計

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

一
定
の
金
額
を
負
担
す
る
「
均
等

割
額
」
と
前
年
の
所
得
に
応
じ
て

負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
を
合
計

し
た
額
を
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り

に
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

同
保
険
料
は
、
世
帯
の
所
得
水

準
に
応
じ
て
軽
減
さ
れ
ま
す
が
、

制
度
の
持
続
性
を
高
め
、
世
代

要
経
費
と
し
て
算
入
、
ま
た
は
控

除
し
ま
せ
ん

所
得
割
額
の
軽
減

　

所
得
が
基
準
額
を
超
え
な
い
被

保
険
者
は
、
所
得
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す
（
左
上
表
２
参
照
）。

被

扶

養

者

軽

減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象

に
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
会
社
の

健
康
保
険
（
国
保
・
国
保
組
合
を

除
く
）
な
ど
の
被
扶
養
者
だ
っ
た

方
は
、
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
、

当
面
の
間
、
所
得
割
額
は
掛
か
り

ま
せ
ん
（
左
上
表
３
参
照
）。

　
【
被
扶
養
者
軽
減
の
期
間
】均
等

割
額
は
、
制
度
加
入
か
ら
２
年
を

経
過
す
る
月
ま
で
軽
減
さ
れ
ま
す

　

※
低
所
得
者
に
よ
る
均
等
割
額

の
軽
減
（
上
表
１
参
照
）
に
該
当

す
る
場
合
は
、
軽
減
割
合
の
高
い

方
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係
☎
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
１
人
当

た
り
の
平
均
引
き
上
げ
額
は
約
３

５
８
１
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
保
健
事
業
な
ど
の
そ
の
他

の
財
源
不
足
額
へ
の
対
応
分
を
合

わ
せ
た
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
（
赤
字
繰
り
入
れ
）
総
額
は
、

約
４
億
９
０
０
０
万
円
に
上
り
、

依
然
と
し
て
非
常
に
厳
し
い
予
算

と
な
っ
て
い
ま
す
。

国
保
税
の
算
定
方
法

　

国
保
税
は
、
負
担
能
力
に
応
じ

て
算
出
さ
れ
る
所
得
割
と
、
受
益

者
負
担
の
観
点
か
ら
負
担
い
た
だ

く
均
等
割
の
合
算
に
よ
り
計
算
さ

れ
ま
す
。

　

▼
所
得
割
＝
課
税
年
度
の
前
年

中
に
お
け
る
被
保
険
者
の
所
得
に

応
じ
て
計
算

　

▼
均
等
割
＝
世
帯
の
被
保
険
者

た
納
付
金
を
納
め
、
都
か
ら
医
療

費
の
支
払
い
に
必
要
な
交
付
金
を

受
け
取
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

し
か
し
、
市
か
ら
都
へ
の
納
付

金
の
支
払
い
に
要
す
る
財
源
の
不

足
額
は
、
税
率
改
定
前
の
時
点

で
、
約
６
億
９
０
０
０
万
円
に
上

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
し
た
。
財

源
の
不
足
は
国
保
税
に
よ
っ
て
対

応
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
が
、
そ

の
す
べ
て
を
国
保
税
の
引
き
上
げ

で
補
う
と
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
多

大
な
負
担
に
な
る
こ
と
か
ら
、
今

年
度
は
納
付
金
の
財
源
の
補
て
ん

に
国
保
税
抑
制
分
と
し
て
一
般
会

計
繰
入
金
（
赤
字
繰
り
入
れ
）
を

約
３
億
５
０
０
０
万
円
、
国
民
健

康
保
険
事
業
運
営
基
金
（
貯
金
）

か
ら
５
０
０
０
万
円
を
投
入
し
た

上
で
、
改
定
総
額
を
約
１
億
円
と

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
、
加

入
す
る
皆
さ
ん
が
経
済
的
負
担
を

抑
え
、
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
保
険
と
し
て
制
度
化

さ
れ
た
も
の
で
す
。
国
保
制
度
は

財
源
を
国
や
都
な
ど
の
公
費
と
、

加
入
者
の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い

た
だ
く
国
保
税
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
近
年
の
急
速
な

高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
な

ど
に
よ
り
、
極
め
て
厳
し
い
財
政

運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
年
度
国
保
税
の 

税
率
改
定
に
つ
い
て

　

平
成
３０
年
度
か
ら
、
都
が
市
と

共
に
保
険
者
と
な
り
、
一
体
と

な
っ
て
新
た
に
制
度
を
運
営
し
て

い
ま
す
。
都
が
財
政
運
営
の
責
任

主
体
と
な
り
、
市
は
都
が
決
定
し

数
に
応
じ
て
計
算

２
年
度
の
変
更
点

　

▼
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ
＝

左
表
の
と
お
り

　

▼
５
割
・
２
割
軽
減
判
定
所
得

の
見
直
し
＝
５
割
・
２
割
軽
減
判

定
所
得
の
基
準
を
、
経
済
動
向
を

踏
ま
え
て
見
直
し
、
基
準
を
緩
和

し
ま
す

　

▼
総
額
約
１
億
円
の
改
定
＝
所

得
割
率
、
均
等
割
額
お
よ
び
課
税

限
度
額
の
引
き
上
げ
な
ど
に
よ
り

改
定
し
ま
す

国

保

事

業

の 

健
全
運
営
に
向
け
て

　

時
代
の
変
化
に
対
応
し
、
将
来

に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
国
保
事
業

の
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
保

税
の
税
率
な
ど
を
改
定
し
ま
し

た
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

 表１　均等割額の軽減割合

 表２　所得割額の軽減割合
（東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減）

 表３　被扶養者軽減
（均等割額の軽減割合）

※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得
は軽減を判定する対象になります。	
※世帯の判定は、当該年度の4月1日時点（年度の途
中で制度の対象になった場合は資格取得日）で行
います。	

	 	※収入は1人として計算しています。	

総所得金額等の合計額 2年度 
軽減割合

33万円以下（被保険者全員が年金収入
80万円以下で、その他の所得がない） 7割

33万円以下で上記以外 7.75割

33万円+（28.5万円×被保険者の数）以下 5割

33万円+（52万円×被保険者の数）以下 2割

賦課のもととなる所得金額 2 年度 
軽減割合

15 万円以下 50%

20 万円以下 25%

 加入から2年を経過する
月まで 加入から2年経過後

 5 割軽減 軽減なし

例 収入などの状況 保険料額 軽減

1 年金収入80万円 1万3,200円 有

2 年金収入150万円 9,900円 有

3 年金収入200万円 7万6,200円 有

4 年金収入300万円 17万2,200円 無

例 世帯構成 収入などの状況 対象者 保険料額 軽減

1
本人（世帯主） 年金収入80万円 本人分 1万3,200円 有

配偶者 年金収入80万円 配偶者分 1万3,200円 有

2
本人（世帯主） 年金収入150万円 本人分 9,900円 有

配偶者 年金収入80万円 配偶者分 9,900円 有

3
本人（世帯主） 年金収入200万円 本人分 6万3,000円 有

配偶者 年金収入80万円 配偶者分 2万2,000円 有

世帯構成 収入などの状況 対象者 保険料額 軽減

本人 年金収入80万円 本人分 4万4,100円 無

配偶者 年金収入80万円 配偶者分 4万4,100円 無

子（世帯主） 給与収入300万円 － － －

年度 所得割率 均等割額 課税限度額

医療分
平成31 4.90% 3万2,900円 61万円

令和2 5.22% 3万4,300円 63万円

後期高齢者
支援分

平成31 1.97% 1万2,700円
19万円

令和2 2.03% 1万2,800円

介護分
平成31 1.67% 1万4,000円 16万円

令和2 1.77% 1万4,400円 17万円

例 世帯構成の例 収入など
の状況

保険税額
軽減平成31年度

→令和2年度

1 68歳、1人で加入
年金収入
150万円

1万3,600円
→1万4,000円

7割

2 45歳、1人で加入
給与収入
125万円

5万2,700円
→5万4,900円

5割

3
68歳、65歳の夫婦で

加入
年金収入
265万円

14万9,800円
→15万6,500円

2割

4
39歳、33歳、7歳の
家族3人で加入

給与収入
350万円

27万円
→28万1,800円

-

5
45歳、40歳、10歳、
7歳の家族4人で

加入

給与収入
500万円

47万7,500円
→49万9,400円

-

後
期
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齢
者
医
療
制
度

2
年
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さ
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ま
し
た

後
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